
・・・前回までの質問事項 資料２
国土交通省・四公団への追加資料要求（質問）及び回答

提出状況
本日提出 事前送付 時間を要すもの、他 前回までに提出

H15予算関係 ○平成15年度予算について
　　・意見書に沿って｢重点的に行うこと」の具体的内容（各路線の建設費内訳含む）四公団 委員会 別資料にて説明（認可予算） 本四該当なし ○（一部提出※１）1
○平成15年度の資金計画に関する資料 四公団 委員会 別資料にて説明（認可予算） ○（一部提出※２）2

コスト縮減関連 ○コスト縮減
　　･項目ごとの見込み額（例：JHヒアリング資料P9) 四公団 委員会 別資料にて説明（認可予算） ○（一部提出） 3-1
　　･コスト縮減計画の実施計画への反映状況 四公団 田中委員長代理 別資料にて説明（認可予算） ○（一部提出） 3-2
○建設コスト削減額について（残事業費の比較） JH 川本委員 ◎（路線別） 4
○高速道路の進捗状況（H14末見込み）のコスト縮減版 JH 猪瀬委員 ○※３ ○※３ ◎（路線別） 5
○技術基準の見直し、調整など、実施中の見直し事項の具体的な内容説明資料 JH 猪瀬委員 ◎ 6
○実施予定の主な削減メニューについて（削減予定額含む） JH 猪瀬委員 ◎ 7
○入札要件緩和内容の具体リストの提出 JH 猪瀬委員 ◎ 8

コスト縮減関連 ○料金所１箇所あたりの建設費及び運営管理コスト 四公団 大宅委員 ○ ○ 27
○コスト削減計画を踏まえた路線別収支見込み 四公団 松田委員 ○ ○ 28
○「コスト削減計画に関する各公団への問合せ事項」 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 29
○入札要件緩和前後の応募会社数比較 四公団 松田委員 ○ ○ 30
○緊急用電話機に関するデータ JH 委員会 ○ ○ 31
○コスト縮減の年度別事業計画（事業費）、及び確認事項 JH 田中委員長代理 ○ ○ 32

H15開通路線 ○平成15年度開通予定区間の一覧 四公団 田中委員長代理 （首都、本四は該当なし） ◎ 9
○JH一般有料道路の平成15年度開通予定区間の合併比率
　　･当該区間及び全区間における､合併比率、事業費及び料金水準（根拠も含む） JH 委員会 ◎ 10

財務諸表作成 ○資産評価作業の手順
　　･作業手順書､行程表､作業体制（組織､担当者明記）他。 四公団 田中委員長代理 ◎ 11
○JHの財務諸表検討委員会で議論されている基本的方針
　　･審議録 JH 川本委員 ◎ 12

財務諸表作成 ○固定資産の評価方法（去年の委員会時と今回の相違点について） 四公団 田中委員長代理 ○ ○（首都,阪神,本四） 33
○財務諸表作成に関する質問事項
　・道路資産の評価方法（再調達原価or簿価）と選択理由 四公団 田中代理、川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　･減損会計の導入について、方針とその理由 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　・再調達原価を採用する場合の具体的な評価方法、評価方針、選択理由
　　´「標準的単金」の設定方法、計算式 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　　´「標準的単金」設定のためのサンプリング方法、期間、サンプル数 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　　´同様の評価方法の、民営化界指示の貸借対照表への適用予定の有無 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　・作業簡略化方法の変更事項とその理由 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　・補償費の原価算入について、方針とその理由 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　・償却資産に係る建中金利の原価算入について、方針とその理由
　　´再調達原価を採用する場合、金利の再調達原価の算出方針 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
　　´簿価を採用する場合の措置 四公団 川本委員 ○ ○（首都,阪神,本四） 34
○建中金利の取扱いについて
　・土地に係る金利を費用処理する根拠、償却資産の考え方との違い JH 田中委員長代理 ○ 35-1
　･「投下資本の回収計算に含まれてこない」の意味 首都・本四 田中委員長代理 ○ ○ 35-2
　・譲渡する資産に係る金利を費用化し、保有する資産に係る金利を資産化する理由阪神 田中委員長代理 ○ ○ 35-3
○財務諸表検討委員会について
　・委員会資料 JH 委員会 （今回提出省略） ○ 36
　･議事録 JH 委員会 （別途送付） 36
　・再調達原価での評価手法に対する見解 JH 川本委員 ○ 36
　・減損会計の導入について（第１回審議録） JH 川本委員 ○ 36
　・再調達原価の具体的評価方法について JH 川本委員 ○ 36
　・補償費の道路資産への原価算入について JH 川本委員 ○ 36
　・金利の資産額への算入について JH 川本委員 ○ 36
○民間企業並財務諸表作成検討部会における議事録 本四 田中委員長代理 ○※４ 37

新体制 ○分割に向けての対応
　　･四公団の協議状況、分割への準備状況 四公団 田中委員長代理 ◎ 13
○改革推進体制の中心的役割を果たすプロジェクトチームに関する説明 JH 猪瀬委員 ◎ 14
○民間企業経験者の登用の決定プロセスの説明、今後の予定 JH 猪瀬委員 ◎ 15

※１　基本的考え方を提示
※２　平成15年予算政府案時点の数字を提示
※３　説明資料を提出
※４　議事録は作成しておらず、概要を提出

整理番号項目 内容 要求先 要求委員



・・・前回までの質問事項 資料２
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提出状況
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整理番号項目 内容 要求先 要求委員

その他 ○地域協議会で負担する割引率30％の財源は何か？（予算費目） JH 猪瀬委員 ◎ 16
○収益事業部門、公益事業部門の事業運営のあり方について JH 猪瀬委員 ◎ 17
○意見書を踏まえた地方公共団体との協議状況 首都･阪神･本四 田中委員長代理 「今後の協議状況に応じて提出」 18
○2002年11月に子会社等への要請文書の文面写し、子会社リスト JH 猪瀬委員 ◎ 19
○SA&PAの広告に関する具体例 JH 猪瀬委員 ◎ 20

その他 ○猪瀬委員質問書への回答 国交省 猪瀬委員 ○ ○ 38
○アクアライン社会実験関連資料 国交省 委員会 ○ ○ 38
○２財団の剰余金関連資料 国交省 大宅委員 ○ ○ 38
○ファミリー企業の剰余金について 四公団 大宅委員 ○ ○ 本四該当なし 39
○入札監視委員会のメンバー、議事録 JH 田中委員長代理 検討中 40

第二東名視察後 ○長泉オーバーブリッジ（野台大橋、野台橋）
追加質問等 　　・建設コスト、延長、幅員、周辺改良に町が要した額（H14以前、H15以降） JH 猪瀬委員 ◎ 21-1

　　・舗装決定時期、実施時期、コスト､予算費目 JH 猪瀬委員 ◎ 21-1
　　・図面 JH 猪瀬委員 ◎ 21-2
　　・航空写真 JH 田中委員長代理 ◎ 21-3
　　・地元との協議状況､協議記録 JH 田中委員長代理 ◎ 21-4
○長泉地震対策関係
　　・ハザードマップの提出 JH 田中委員長代理 ◎ 22-1
　　・ハザードマップのクレジット関連 JH 田中委員長代理 ◎ 22-2
　　・第二東名が予定路線として指定された時期について JH 田中委員長代理 ◎ 22-2
○長泉沼津IC
　　・工事前図面 JH 田中委員長代理 ◎ 23-1
　　・工事完成後図面 JH 田中委員長代理 ◎ 23-2
　　・工事設計書の写し JH 田中委員長代理 ◎ 23-3
○オーバーブリッジ一般
　　・東名､第二東名のオーバーブリッジ概況 JH 猪瀬委員 ◎ 24-1
　　・全高速道路におけるオーバーブリッジ概況 JH 猪瀬委員 ◎ 24-1
　　・平均的サイズ JH 猪瀬委員 ◎ 24-1
　　・総コスト（第二東名） JH 猪瀬委員 ○ ○ 24-2
○第二東名設計速度が140kmであることについて
　　・140km決定通知について JH 田中委員長代理 ◎ 25-1
　　・JH年報では120kmとなっていることについて JH 田中委員長代理 ◎ 25-1
　　・大型施設と当該施設に係る補償額について JH 田中委員長代理 ◎ 25-2
○第二東名交通需要問題
　　・裾野～沼津の過去3年間の日平均交通量 JH 田中委員長代理 ◎ 26
　　・交通量の見積もりが過大ではないか（問） JH 田中委員長代理 ◎ 26

第二東名視察後 ○第二東名の設計速度について
追加質問等 　・120km/hのままで構造を大幅に見直すこととした理由 国交省 田中委員長代理 ○ ○ 41-1

　・環境評価を140km/hを前提としている理由 国交省 田中委員長代理 ○ ○ 41-1
　・140km/h走行を可能と判断する条件について 国交省 田中委員長代理 ○ ○ 41-1
　・140km/hで設計した根拠 JH 田中委員長代理 ○ 41-2
○補償物件の詳細 JH 田中委員長代理 ○ 42
○トンネルの詳細データ（御殿場JCT～長泉沼津IC） JH 田中委員長代理 ○ 単価は４月末めど 43
○機能復旧道路について（長泉沼津IC) JH 田中委員長代理 ○ 44
○第二東名が計画されたときのハザードマップ JH 田中委員長代理 ○ 45
○落下物防止網に対する地元要望について JH 大宅委員 ○ ○ 46



整理番号１

Ｈ15年度　一般有料道路建設費の内訳 平成１５年３月３１日現在 日本道路公団

道路名 区　　間　　名 延長 車線数 進捗状況

（㎞）

首都圏中央連絡自動車道（つくば～江戸崎） つくば～つくばJ、牛久～江戸崎 22.3 2/4 ［直轄事業中］ 4

つくばJ～牛久 (1.5) 2/4 供用中

千葉プール ① 江戸川区一之江～千葉市中央区浜野町 (36.8) 4/4 供用中 72

（①京葉道路、②千葉東金道路、③木更津東金道路） ② 東金～松尾横芝 (16.1) 4/4 供用中

③ 木更津Ｊ～木更津 7.1 4/4 工事中

③ 木更津～東金 42.9 4/4 ［直轄事業中］

富津館山道路 富浦～鋸南富山 8.2 2/4 舗装･施設工事中 6 Ｈ15年度供用予定（富浦～鋸南富山）

鋸南富山～富津竹岡 (11.0) 2/4 供用中

横浜プール ① 玉川～保土ケ谷 (16.6) 6/6 供用中 41

（①第三京浜道路、②横浜新道、③横浜横須賀道路） ② 保土ケ谷～上矢部 (9.8) 4/4,6/6 供用中

③ 狩場～佐原 (28.5) 4/4 供用中

③ 佐原～馬堀海岸 4.3 2/4 工事中

③ 釜利谷Ｊ～並木 (4.1) 6/6 供用中

③ 釜利谷Ｊ～戸塚 8.7 6/6 工事中

首都圏中央連絡自動車道（海老名北～久喜白岡） 海老名北～あきる野、鶴ヶ島J～久喜白岡J 64.0 4/4 用地買収中 87 Ｈ15年度供用予定（あきる野～日の出）

あきる野～鶴ヶ島Ｊ (30.5) 4/4 供用中

東海環状自動車道 豊田東J～瀬戸北、土岐南～美濃関J 63.7 4/4,2/4 ［直轄事業中］ 213

瀬戸北～土岐南 9.3 4/4 工事全面展開中

京都縦貫自動車道 丹波～沓掛 (31.3) 2/4,4/4 供用中 3

沓掛～大山崎 9.8 4/4 工事中

京滋バイパス 瀬田東～久御山Ｊ (20.6) 4/4 供用中 33

久御山Ｊ～久御山淀 3.3 4/4 舗装･施設工事中

第二京阪道路 巨椋池～枚方東 (10.5) 4/4,6/6 供用中 41

枚方東～門真Ｊ 16.9 6/6 用地買収中

南阪奈道路 羽曳野～奈良県北葛城郡新庄町 12.3 2/4 舗装･施設工事中 115 Ｈ15年度供用予定（羽曳野～奈良県北葛城郡新庄町）

湯浅御坊道路 御坊～吉備 (19.4) 2/2 供用中 3

江津道路 江津～浜田J 14.5 2/4 舗装･施設工事中 25 Ｈ15年度供用予定（江津～浜田J）

高松東道路 津田東～香川県木田郡三木町池辺 (15.6) 2/4 供用中 4

南九州西回り自動車道（隈之城～鹿児島西） 隈之城～市来 13.6 2/4 ［直轄事業中］ 3

市来～鹿児島西 (21.3) 2/4 供用中

総　　計 300.9 650

※ 延長は建設中路線の本線延長を示す（供用中道路の延長は合計に含まない）

※ Ｈ15予算額は過年度契約分を含めた平成15年度の支出予定金額である

※ Ｈ15予算額は当初計画額であり、今後地元協議や工事等の進捗状況により変更することがある

※ 端数処理の関係上、計が合わないことがある

※ 「千葉プール」とは木更津東金道路、千葉東金道路及び京葉道路を示す

※ 「横浜プール」とは第三京浜道路、横浜新道、横浜横須賀道路を示す

備　　　考予算額

Ｈ15

（億
円）



整理番号５ 

 

 

高速道路の区間ごとの建設コスト削減額 

日本道路公団 

 

 今回の削減メニューのうち、技術基準の見直しや新技術の

適用メニューについては、従来の技術的知見や今後の技術開

発の動向等を勘案した標準的なコスト削減率を設定し、適用

可能対象数量に乗じて算出したものが主体である。 

 このため、全体削減額としては一定の精度を有したものと考

え、ＪＨとしてはこの実施に向けて最大限努力していくこととし

ている。しかし、この全体削減額を個々の区間に配分するに

は、地形、地質、土地利用状況等の現地調査や実施設計が

必要となる。 

 今後も地元住民や関係機関との更なる協議調整 (用地の追

加買収等も含む) を行い、国土交通省の指導も得て、区間別

の削減額を算出したい。 



整理番号２４－２ 

ＪＨ日本道路公団 

 

○ 第二東名のオーバーブリッジの総コスト 

 

オーバーブリッジ数 総コスト 

８７橋 約１２５億円 

 

 

注１）表中の数字は、未施行命令区間を除く海老名～秦野、御殿場～東海に

ついて記載。 

注２）総コストは、橋梁本体の工事費（上部工、下部工、付属物工）を計上。 

 

 

 
 
 
 



整理番号２７ 

料金所１カ所あたりの建設費及び運営管理コスト（料金収受員の人件費含む） 

 

日本道路公団 

 

○１料金所あたりの建設費  約７億円／カ所 

 

 平成13 年度に開通した通常の料金徴収施設を有する高速道路のインター 

 チェンジにおける料金所施設の建設費 

 

 

○１料金所あたりの料金徴収に係る費用  約９千万円／年 

 

 平成13 年度に開通した通常の料金徴収施設を有する高速道路のインター 

 チェンジにおける料金所施設の料金徴収に係る平均的なコスト    

 

 

首都高速道路公団 

 

○標準的な料金所（２レーン２ブース）の建設費※ 約３億円 

 

平成13年度に供用した標準的な料金所（高速湾岸線５期：高架構造）を対象として

算出 
※建設費には料金所の拡幅(右図斜線部)にかかる土木構造物の費用（約1.3億円）

を含む 

○１料金所あたりの維持管理に係る費用 約0.9 億円／年 

 

現在営業中の料金所の維持管理に係る１料金所あたりの平均的なコスト 

 

 

 
入口料金所 

料金所拡幅部 



整理番号２７ 

阪神高速道路公団 

 

○１料金所あたりの建設費 約４億円 

 

   現在事業中の標準的な料金所施設の建設費 

 

 

○１料金所あたりの料金徴収に係る費用 約０．９億円／年 

 

   現在営業中の料金所施設における平均的なコスト 

 

本州四国連絡橋公団 

 

○１料金所あたりの建設費  約４．４億円／カ所 

 

  本四道路で、最新の料金所建設である平成１１年度供用の料金所６カ所の建設

費用の平均値（ＥＴＣ設備は、未設置） 

 

○１料金所あたりの料金徴収に係る費用  約１．１億円／年 

 

  本四道路において、平成１４年度に営業した料金所３５カ所の料金徴収に係る経

費の平均値（平成１４年度決算見込み値） 



整理番号２８ 

 

 

コスト削減計画を踏まえて見直した路線別収支見込み 

 

首都高速道路公団  

 

 

第 40 回民営化推進委員会(平成 15 年 3 月 25 日)に提出した「コスト削減計画」のう

ち管理費については、平成 17 年度までの計画をとりまとめたものであり、平成 18 年度

以降のコスト削減を踏まえた管理費については未定であることから、「コスト削減計画

を踏まえて見直しを行った収支見込み」の算出は、現段階では困難。 

また、首都高速道路は、各路線が密接に関連し、網状に一体となって機能するもので

あり、利用交通の実態上からも全体として一つの路線と認識されていることから、個別

路線毎に収支を算定したことはなく、提出は困難。 

 

 

阪神高速道路公団  

 

 

第 40 回民営化推進委員会(平成 15 年 3 月 25 日)に提出した「コスト削減計画」のう

ち管理費については、平成 17 年度までの計画をとりまとめたものであり、平成 18 年度

以降のコスト削減を踏まえた管理費については未定であることから、「コスト削減計画

を踏まえて見直しを行った収支見込み」の算出は、現段階では困難。 

 

本州四国連絡橋公団 

 

第４０回民営化推進委員会（平成１５年３月２５日）に提出した「コスト削減計画」

のうち管理費については、平成１７年度までの計画をとりまとめたものであり、平成１

８年度以降の管理費については、未定である。このため、コスト削減計画を踏まえて見

直しを行った収支見込みを提示することは、現段階では困難。 

また、路線別に収支見込みを提示するためには、路線別の出資額について、出資地方

公共団体の出資見通し額の調整が必要となるため困難。 



整理番号２９

日本道路公団

建設費の削減について（高速道路） （単位：10億円）

H15年度以降

路線名 費目 残事業費

（Ａ) 技術基準の
見直し

仕様・基準の
見直し、汎用品
の活用等

ＩＣ等コンパク
ト化

施工形態の
見直し

北海道縦貫自動車道 283 2 1 1 1 15 5 6 31 7 38 13%

北海道横断自動車道 813 13 5 1 4 9 15 2 49 23 72 9%

東北縦貫自動車道 94 0 0 0 0 27 0 0 27 0 27 29%

東北横断自動車道 354 2 1 2 1 60 2 3 72 57 128 36%

日本海沿岸東北自動車道 560 6 2 2 4 48 9 18 87 45 132 24%

東北中央自動車道 555 8 2 1 9 33 10 5 68 25 93 17%

関越自動車道 134 1 0 0 0 39 1 6 47 2 49 37%

常磐自動車道 455 5 0 2 6 35 6 20 73 40 114 25%

東関東自動車道 1,252 3 2 0 0 13 21 59 98 81 179 14%

北関東自動車道 488 7 5 2 0 24 7 56 101 17 118 24%

中央自動車道 170 0 0 0 0 46 1 0 47 0 47 28%

第一東海自動車道 184 0 0 0 0 4 1 11 15 0 15 8%

東海北陸自動車道 237 2 1 0 0 -9 3 6 3 0 3 1%

第二東海自動車道 4,669 33 155 30 0 59 82 87 445 558 1,002 21%

中部横断自動車道 高速道路建設費 728 10 11 14 7 45 12 11 110 31 140 19%

北陸自動車道 54 0 0 0 0 10 0 1 11 9 21 39%

近畿自動車道（第二名神以外） 1,606 21 26 3 9 76 27 12 174 31 205 13%

近畿自動車道（第二名神） 3,636 16 22 54 0 4 48 77 220 527 747 21%

中国縦貫自動車道 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

山陽自動車道 48 0 0 0 0 12 0 9 21 0 21 44%

中国横断自動車道 938 15 5 5 10 102 14 0 150 48 197 21%

山陰自動車道 85 0 0 0 0 0 2 2 4 0 4 5%

四国縦貫自動車道 57 0 0 0 0 36 0 3 39 0 39 68%

四国横断自動車道 819 7 2 1 3 71 11 50 144 28 172 21%

九州縦貫自動車道 37 0 0 0 0 12 0 0 13 0 12 32%

九州横断自動車道 159 1 0 1 1 15 2 7 28 0 28 18%

東九州自動車道 1,230 23 3 2 24 54 21 12 138 41 180 15%

新東京国際空港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

関西国際空港 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

関門自動車道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

沖縄自動車道 5 0 0 0 0 3 0 0 4 0 4 80%

合　　　　　　計 19,655 173 242 122 78 842 300 462 2,218 1,569 3,787 19%

※　表中に記載の事業費は、現行整備計画（9,342Km）全区間を記入している。
※　路線の区分は原則として「国土開発幹線自動車道建設法」（昭和32年法律第68号）第3条に規定する予定路線によっている。
※　端数処理の関係上、計が合わないことがある。
※　表中の数値は、現地調査や実施設計並びに関係機関等との協議調整により変動する可能性がある。

公団独自の実施メニュー

地元住民や関係機関等
と連携を図るメニュー

合計
（Ｂ)

削減率
（Ｂ/Ａ)

規格変更
工法見直し

契約方法等の
見直し

その他 小計



整理番号２９

日本道路公団

建設費の削減について（一般有料道路） （単位：億円）

H15年度以降

路線名 費目 残事業費

（Ａ) 技術基準の
見直し

仕様・基準の
見直し、汎用
品の活用等

ＩＣ等コンパ
クト化

施工形態の見
直し

三陸縦貫自動車道 （仙塩道路） 17 0 0 0 0 15 0 0 15 0 15 90%

仙台北部道路 23 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6 26%

首都圏中央連絡自動車道（つくば～江戸崎） 128 3 3 0 0 0 0 0 6 0 6 5%

千葉プール 2,004 7 8 0 0 18 19 0 52 126 177 9%

横浜プール 2,979 3 7 0 0 12 43 0 65 20 85 3%
首都圏中央連絡自動車道（海老名北～久喜白

岡） 4,256 24 18 0 0 36 47 0 125 2 127 3%

新湘南バイパス 52 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2%

東海環状自動車道 一般有料道路建設費 1,306 8 48 0 0 85 3 0 144 67 210 16%

磐田バイパス 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

京都縦貫自動車道 648 1 5 0 0 8 8 0 22 0 21 3%

第二京阪道路 1,871 1 5 0 0 50 25 0 81 1 82 4%

南阪奈道路 116 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2%

湯浅御坊道路 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

第二神明道路 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

安来道路 30 0 0 0 0 26 0 0 26 0 26 88%

江津道路 27 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3%

高松東道路 38 0 0 0 0 33 0 0 33 0 33 87%

南九州西回り自動車道（八代日奈久） 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
南九州西回り自動車道（隈之城～鹿児島

西） 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

合計 13,606 47 96 0 0 289 145 0 577 216 794 6%

※　端数処理の関係上、計が合わないことがある。
※　表中の数値は、現地調査や実施設計並びに関係機関等との協議調整により変動する可能性がある。

地元住民や関係機関等
と連携を図るメニュー

合計
（Ｂ)

削減率
（Ｂ/Ａ)

規格変更
工法見直し

契約方法等の
見直し

その他 小計

公団独自の実施メニュー



整理番号２９

日本道路公団
改良費の削減について

単位：億円

道路名
費目 平成14年度

事業費
平成17年度
事業費

計
トンネル等技術基準

仕様・基準・汎用
品 (C) （Ｃ／Ｂ）

高速道路 改良防災費 1703 1213 3 41 9 11 399 28 490 29%

一般有料道路 改良防災費 193 139 2 10 0 5 37 0 54 28%

合計 1896 1351 5 51 9 16 436 28 544 29%

削減割合
代表的な削減メニュー

（Ａ） （Ｂ）
規格変更

工法見直し 契約方法等 重点化施工 その他

※ H17年度事業費の費目別の数値については、「新たなコスト削減計画（H15.3)」に基づき、現時点において
   想定される一定の条件のもとで積み上げたものであり、H17年度の予算額を示すものではない。



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ15年度】 日本道路公団
（百万円）

単価の
見直し

体制等の
見直し

諸経費の見
直し

契約方法の
見直し

技術開発の
促進(ＥＴ
Ｃを含む)

頻度の
見直し

更新時期の
延長･汎用
品の採用

対象箇所の
見直し

工費 89,901 81,041 1,800 2,970 2,370 30 1,520 170 8,860 9.9%

光熱水料 17,953 16,823 20 1,110 1,130 6.3%

保守委託費 23,795 1,410 210 1,620 6.8%

機械器具費・営繕費等 13,189 13,189
管理諸費

3,102 3,012 90 90 2.9%

計 147,940 114,065 3,210 2,970 2,580 50 2,630 170 90 11,700 7.9%

業務委託費 105,751 94,711 9,660 110 870 400 11,040 10.4%

機械器具費・営繕費等 22,618 21,458 620 540 1,160 5.1%
管理諸費

31,964 31,304 660 660 2.1%

計 160,333 147,473 9,660 110 870 400 620 540 660 12,860 8.0%

業務委託費 23,707 21,257 1,700 560 190 2,450 10.3%

機械器具費・営繕費等 1,695 1,685 10 10 0.6%

管理諸費
1,204 1,194 10 10 0.8%

計 31,770 29,280 1,700 560 190 10 30 2,490 7.8%
沿道対策費

沿道対策費 201 185 16 16 8.0%

計 201 185 16 16 8.0%

業務委託費 398 357 12 23 6 41 10.2%

機械器具費・営繕費 121 102 19 19 15.5%
管理諸費

72 72

計 591 532 12 23 6 19 59 10.0%
業務管理費

営繕費 119 118 1 1 0.7%
管理諸費

373 351 22 22 5.9%

計 492 469 1 22 23 4.7%
管理諸費

97 96 1 1 1.0%

計 97 96 1 1 1.0%

財産管理業務委託費 1,459 1,386 60 13 73 5.0%

財産管理費等 3,210 3,070 140 140 4.4%

計 4,669 4,456 60 13 140 213 4.6%

高速道路関連
施設

附帯事業

財産管理 財産管理諸費

5,144

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

Ｈ15年度
事業費
（Ｂ）

業務区分

経理費目

費目 小費目

削減割合
（Ｃ／Ａ）

合計
（Ｃ）

基準・仕様の見直し

事務経費の
見直し等

主な削減手法別の削減予定額

委託の見直し

制度･仕組
みの見直し

市町村等救急業務支出
金・道路交通情報セン
ター分担金

維持管理 維持管理費

料金収受 業務管理費

交通管理 業務管理費

5,164 0.4%

沿道対策

有料駐車場 業務管理費

20 20



整理番号２９

日本道路公団
管理費の削減について【Ｈ15年度】

（百万円）

単価の
見直し

体制の
見直し

諸経費の見
直し

契約方法の
見直し

技術開発の
促進(ＥＴ
Ｃを含む)

頻度の
見直し

更新時期の
延長･汎用
品の採用

対象箇所の
見直し

営業調査費
調査委託請負費等 180 171 7 2 9 5.0%

計 180 171 7 2 9 5.0%

システム運営費 2,104 2,007 3 94 97 4.6%

システム研究開発費等 44 44

計 2,148 2,051 3 94 97 4.5%

役職員給与 68,638 65,629 3,009 3,009 4.4%

退職金 7,038 5,455 1,583 1,583 22.5%

法定福利費 10,505 10,730 -225 -225 -2.1%

計 86,181 81,814 4,367 4,367 5.1%

営繕費 2,250 2,157 93 93 4.1%

旅費・庁費等 2,888 2,730 158 158 5.5%

計 5,138 4,887 251 251 4.9%

合計 439,740 385,479 14,645 3,663 3,659 544 2,630 819 704 5,423 32,086 7.3%

削減割合
（Ｃ／Ａ）制度･仕組

みの見直し
事務経費の
見直し等

主な削減手法別の削減予定額

委託の見直し 基準・仕様の見直し
合計
（Ｃ）

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

Ｈ15年度
事業費
（Ｂ）

業務区分

人件費 給与関係諸費

運営費 一般管理諸費

営業調査

情報システム 情報システム費

経理費目

費目 小費目



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ17年度】 日本道路公団
（百万円）

単価の
見直し

体制等の
見直し

諸経費の見
直し

契約方法の
見直し

技術開発の
促進(ＥＴ
Ｃを含む)

頻度の
見直し

更新時期の
延長･汎用
品の採用

対象箇所の
見直し

工費 89,901 62,072 3,170 11,324 3,650 4,680 330 2,715 1,960 27,829 31.0%

光熱水料 17,953 14,021 1,888 2,044 3,932 21.9%

保守委託費 23,795 18,695 1,850 960 210 2,080 5,100 21.4%

機械器具費・営繕費等 13,189 11,158 240 911 880 2,031 15.4%
管理諸費

3,102 2,912 190 190 6.1%

計 147,940 108,858 5,020 12,284 3,860 6,760 2,458 5,670 2,840 190 39,082 26.4%

業務委託費 105,751 70,383 16,460 1,860 2,350 11,688 3,010 35,368 33.4%

機械器具費・営繕費等 22,618 18,633 770 1,280 1,935 3,985 17.6%
管理諸費

31,964 26,904 610 3,510 940 5,060 15.8%

計 160,333 115,920 16,460 1,860 2,350 11,688 4,390 1,280 1,935 3,510 940 44,413 27.7%

業務委託費 23,707 15,949 3,800 1,260 770 1,928 7,758 32.7%

機械器具費・営繕費等 1,695 1,375 320 320 18.9%

管理諸費
1,204 1,159 45 45 3.7%

計 31,770 22,970 3,800 1,260 770 1,928 320 722 8,800 27.7%
沿道対策費

沿道対策費 201 142 59 59 29.4%

計 201 142 59 59 29.4%

業務委託費 398 267 40 44 17 30 131 32.8%

機械器具費・営繕費 121 72 19 31 49 40.7%
管理諸費

72 67 5 5 6.9%

計 591 406 40 44 17 30 19 31 5 185 31.3%
業務管理費

営繕費 119 92 27 27 22.6%
管理諸費

373 300 73 73 19.6%

計 492 392 27 73 100 20.3%
管理諸費

97 96 1 1 1.0%

計 97 96 1 1 1.0%

財産管理業務委託費 1,459 985 186 100 44 144 474 32.5%

財産管理費等 3,210 2,393 817 817 25.5%

計 4,669 3,378 186 100 44 144 817 1,291 27.7%

削減割合
（Ｃ／Ａ）

合計
（Ｃ）事務経費の

見直し等

677 13.1%

小費目

基準・仕様の見直しＨ14年度
事業費
（Ａ）

Ｈ17年度
事業費
（Ｂ）

4,487

業務区分

経理費目

費目

主な削減手法別の削減予定額

委託の見直し

制度･仕組
みの見直し

維持管理 維持管理費

料金収受 業務管理費

沿道対策

有料駐車場 業務管理費

交通管理 業務管理費

市町村等救急業務支出
金・道路交通情報セン
ター分担金

5,164 677

附帯事業

高速道路関連
施設

財産管理 財産管理諸費

※H17年度事業費の費目別の数値については、「新たなコスト削減計画（H15.3)」に基づき、現時点において想定される一
定の条件のもとで積み上げたものであり、H17年度の予算額を示すものではない。



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ17年度】 日本道路公団
（百万円）

単価の
見直し

体制の
見直し

諸経費の見
直し

契約方法の
見直し

技術開発の
促進(ＥＴ
Ｃを含む)

頻度の
見直し

更新時期の
延長･汎用
品の採用

対象箇所の
見直し

営業調査費
調査委託請負費等 180 129 47 4 51 28.2%

計 180 129 47 4 51 28.2%

システム運営費 2,104 1,860 3 39 15 94 30 62 244 11.6%

システム研究開発費等 44 11 32 2 33 74.9%

計 2,148 1,871 3 39 15 94 30 62 32 2 277 12.9%

役職員給与 68,638 62,850 5,788 5,788 8.4%

退職金 7,038 5,402 1,636 1,636 23.2%

法定福利費 10,505 10,171 334 334 3.2%

計 86,181 78,423 7,758 7,758 9.0%

営繕費 2,250 1,941 309 309 13.7%

旅費・庁費等 2,888 2,570 318 318 11.0%

計 5,138 4,511 627 627 12.2%

合計 439,740 337,097 25,509 15,587 7,056 20,550 6,942 5,670 4,489 2,978 3,542 10,322 102,643 23.3%

主な削減手法別の削減予定額

合計
（Ｃ）

削減割合
（Ｃ／Ａ）制度･仕組

みの見直し
事務経費の
見直し等

費目 小費目

委託の見直し 基準・仕様の見直し

業務区分

経理費目

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

Ｈ17年度
事業費
（Ｂ）

運営費 一般管理諸費

営業調査

情報システム 情報システム費

人件費 給与関係諸費

※H17年度事業費の費目別の数値については、「新たなコスト削減計画（H15.3)」に基づき、現時点において想定される一
定の条件のもとで積み上げたものであり、H17年度の予算額を示すものではない。



整理番号２９

阪神高速道路公団

建設費の削減について
（単位：億円）

道路名 費目 主な削減手法 削減割合

公団の主体的な取り組みにより実現可能な施策

規格変更 工法見直し その他 計

(A) (B)

JCT整備
計画の見
直し

料金徴収
関係施設
の見直し

付属施
設・設備
等の見直
し

非常電話
の見直し

トンネル
工事に関
する新技
術開発

橋梁工事
に関する
新技術開
発

設備等に
関する新
技術開発

施工方法
見直し

用地関係
費の見直
し

(C) (C)/(B)

淀川左岸線 120 1,996 - 3.0 12.0 0.2 24.0 - 2.8 - 6.0 34.0 25.0 107.0 0.05

大和川線 241 4,734 - 10.0 12.0 0.4 105.0 - 9.6 - 50.0 101.0 110.0 398.0 0.08

北神戸線 137 139 - - 7.0 - 2.0 - 21.0 - - - - 30.0 0.22

神戸山手線 388 291 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.00

新十条通 64 189 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.00

油小路線 109 821 20.0 - - 0.4 - 5.0 1.6 5.0 3.0 5.0 75.0 115.0 0.14

1,059 8,170 20.0 13.0 31.0 1.0 131.0 5.0 35.0 5.0 59.0 140.0 210.0 650.0 0.08

※「－」は該当しない項目

地元住民
や関係機
関と連携
を図り実
施する施
策

契約方法
等の見直
し

合計

高速道路建設事業費等

H15年度
残事業費

H14年度
事業費



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ15年度】

単価の
見直し

体制等の
見直し

諸経費の
見直し

契約方法
の見直し

技術開発
の促進(Ｅ
ＴＣを含
む)

頻度の
見直し

更新時期
の延長･汎
用品の採
用

対象箇所
の見直し

光熱水料 987 972 15 15 1.5%

清掃費 2,421 2,070 11 338 2 351 14.5%

緑地帯管理費 642 605 37 37 5.8%

計 4,050 3,647 11 338 2 52 403 10.0%

修繕費 点検費 7,763 7,181 175 398 9 582 7.5%

補修費 12,148 10,690 92 222 40 357 745 1,456 12.0%

計 19,909 17,871 267 620 49 357 745 2,038 10.2%

その他 1,051 943 103 5 108 10.3%

計 25,010 22,461 278 958 51 512 745 5 2,549 10.2%

料金収受業務委託費 11,724 10,960 200 319 101 38 106 764 6.5%

交通管理業務委託費 2,914 2,740 62 88 24 174 6.0%

その他委託費 1,858 1,789 69 69 3.7%

計 16,496 15,489 262 407 125 38 106 69 1,007 6.1%

1,739 1,351 103 285 388 22.3%

その他 2,980 2,691 289 289 9.7%

計 21,215 19,531 365 407 125 38 106 285 358 1,684 7.9%

給与関係諸費役職員給与 7,975 7,726 249 249 3.1%

法定福利費 1,252 1,289 -37 -37 -3.0%

退職手当 975 1,012 -37 -37 -3.8%

計 10,202 10,027 175 175 1.7%

一般管理諸費施設維持・整備費 791 714 77 77 9.7%

旅費・庁費等 803 808 -5 -5 -0.6%

計 1,594 1,522 72 72 4.5%

合　計 58,021 53,541 643 1,365 176 38 106 512 745 285 610 4,480 7.7%

・新規供用増を含まず。

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

Ｈ15年度
事業費
（Ｂ）

業務区分

経理費目

費目 小費目

運営費

人件費

維持修繕費

維持費

業務委託費

業務管理費

通行券等販売手数料

基準・仕様の見直し
事務経費
の見直し
等

阪神高速道路公団

（単位：百万円）

削減割合
（Ｃ／
Ａ）

合計
（Ｃ）

主な削減手法別の削減予定額

委託の見直し
制度･仕組
みの見直
し



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ17年度】

単価の
見直し

体制等の
見直し

諸経費の
見直し

契約方法
の見直し

技術開発
の促進(Ｅ
ＴＣを含
む)

頻度の
見直し

更新時期
の延長･汎
用品の採
用

対象箇所
の見直し

光熱水料 987 839 148 148 15.0%

清掃費 2,421 901 72 1,415 33 1,520 62.8%

緑地帯管理費 642 441 201 201 31.3%

計 4,050 2,181 72 1,415 33 349 1,869 46.1%

修繕費 点検費 7,763 5,457 399 1,815 92 2,306 29.7%

補修費 12,146 9,565 178 601 97 958 383 364 2,581 21.2%

計 19,909 15,022 577 2,416 189 958 383 364 4,887 24.5%

その他 1,051 754 283 14 297 28.3%

計 25,010 17,957 649 3,831 222 958 1,015 364 14 7,053 28.2%

料金収受業務委託費 11,724 8,674 873 724 463 71 919 3,050 26.0%

交通管理業務委託費 2,914 2,096 141 559 118 818 28.1%

その他委託費 1,858 1,400 458 458 24.7%

計 16,496 12,170 1,014 1,283 581 71 919 458 4,326 26.2%

1,739 976 305 458 763 43.9%

その他 2,980 2,421 559 559 18.8%

計 21,215 15,567 1,319 1,283 581 71 919 458 1,017 5,648 26.6%

給与関係諸費役職員給与 7,975 7,570 405 405 5.1%

法定福利費 1,252 1,306 -54 -54 -4.3%

退職手当 975 684 291 291 29.8%

計 10,202 9,560 642 642 6.3%

一般管理諸費施設維持・整備費 791 673 118 118 14.9%

旅費・庁費等 803 756 47 47 5.9%

計 1,594 1,429 165 165 10.4%

合　計 58,021 44,513 1,968 5,114 803 71 1,877 1,015 364 458 1,838 13,508 23.3%

・新規供用増を含まず。

制度･仕組
みの見直
し

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

削減割合
（Ｃ／
Ａ）

Ｈ17年度
事業費
（Ｂ）

合計
（Ｃ）

委託の見直し

人件費

維持費

業務管理費

業務委託費

通行券等販売手数料

維持修繕費

小費目

基準・仕様の見直し

運営費

阪神高速道路公団

（単位：百万円）

事務経費
の見直し
等

業務区分

経理費目

費目

主な削減手法別の削減予定額

※H17年度事業費の費目別の数値については、「コスト削減計画（H15.3)」に基づき、現時点において想定さ
れる一定の条件のもとで積み上げたものであり、H17年度の予算額を示すものではない。



整理番号２９

改築費の削減について 阪神高速道路公団

（単位：百万円）

契約方法
の見直し

文字情報
板取替計
画の見直
し

通信基盤
整備計画
の見直し

中央装置
ソフト
ウェアの
見直し

高減衰化
技術の応
用

入札時Ｖ
Ｅの導入

阪神高速道路 高速道路改築事業費 20,125 15,164 2,031 600 800 280 280 3,991 970 4,961 24.7%

＊１　　　平成１４年度の認可事業費（支出ベース）

削減割合

（Ｂ／
Ａ）

整備形態の見直し 工法の見直し

Ｈ１４年
度
事業

（Ａ）
＊１

投資計画
見直し等

合計
（Ｂ）

Ｈ１７年
度
事業

（Ａ）-
（Ｂ）

経理費目道路名

計

主な削減手法



整理番号２９

「コスト削減計画に関する各公団への問い合わせ事項」
(本州四国連絡橋公団)

建設費の削減について

単位：億円

規格変更 その他

建物構造等の
簡素化

料金収受
機械の転用

電気通信設備
の汎用品使用
等

施工管理委託
の直営化

西瀬戸自動車道 建設費 41.0 1.6 1.1 1.7 0.6 5.0 12.2%

削減割合

工法見直し

計
道路名 費目 残事業費

主な削減手法



整理番号２９

本州四国連絡橋公団

改良費の削減について
単位：百万円

Ｈ１４年度 Ｈ１７年度 削減割合

計

（Ｃ）＝（Ｂ）－（Ａ）

本州四国連絡道路 改良費 1,269 759 △ 510 △ 510 -40.2%

（Ｃ）／（Ａ）

主な削減手法別削減予定額

事業費（Ａ） 事業費（B）
計画見直し
による減



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ15年度】

単価の
見直し

体制等の
見直し

諸経費の見
直し

契約方法の
見直し

技術開発の
促進(ＥＴ
Ｃを含む)

頻度の
見直し

更新時期の
延長･汎用
品の採用

対象箇所の
見直し

光熱水料 855 752 103 103 12.0%

清掃費 931 769 162 162 17.4%

計 1,786 1,521 103 162 265 14.8%

点検費 2,018 1,795 223 223 11.1%

補修費 1,794 1,794           -           -

計 3,812 3,589 223 223 5.8%

その他 1,272 1,166 106 106 8.3%

計 6,870 6,276 103 385 106 594 8.6%

料金収受業務委託費 3,447 3,342 73 11 21 105 3.0%

交通管理業務委託費 931 911 20 20 2.1%

その他委託費 626 571 9 46 55 8.8%

計 5,004 4,824 102 57 21 180 3.6%

328 263 65 65 19.8%

124 113 11 11 8.9%

863 719 144 144 16.7%

その他 453 430 23 23 5.1%

計 6,772 6,349 102 68 21 88 144 423 6.2%

人件費 給与関係諸費 役職員給与等 5,289 5,125 164 164 3.1%

運営費 一般管理諸費 旅費・庁費、施設費等 1,085 991 94 94 8.7%

合　計 20,016 18,741 102 68 103 21 385 88 508 1,275 6.4%

※新規供用増を含まず。

事務経費の
見直し等

業務区分

経理費目

費目 小費目

主な削減手法別の削減予定額

委託の見直し

制度･仕組
みの見直し

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

Ｈ15年度
事業費
（Ｂ）

本州四国連絡橋公団

（単位：百万円）

削減割合
（Ｃ／Ａ）

合計
（Ｃ）

業務委託費

船舶及機械器具費業務管理費

財産整理費

管理諸費

基準・仕様の見直し

維持費

維持修繕費
修繕費



整理番号２９

管理費の削減について【Ｈ17年度】

単価の
見直し

体制等の
見直し

諸経費の見
直し

契約方法の
見直し

技術開発の
促進(ＥＴ
Ｃを含む)

頻度の
見直し

更新時期の
延長･汎用
品の採用

対象箇所の
見直し

維持修繕費 光熱水料 855 752 103 103 12.0%

清掃費 931 703 228 228 24.5%

計 1,786 1,455 103 228 331 18.5%

修繕費 点検費 2,018 1,472 82 464 546 27.1%

補修費 1,794 1,535 259 259 14.4%

計 3,812 3,007 82 464 259 805 21.1%

その他 1,272 950 322 322 25.3%

計 6,870 5,412 82 103 692 259 322 1,458 21.2%

料金収受業務委託費 3,447 2,500 810 11 105 21 947 27.5%

交通管理業務委託費 931 740 163 28 191 20.5%

その他委託費 626 534 9 56 27 92 14.7%

計 5,004 3,774 982 67 160 21 1,230 24.6%

328 173 90 65 155 47.3%

124 23 101 101 81.5%

863 555 308 308 35.7%

その他 453 386 20 47 67 14.8%

計 6,772 4,911 982 188 160 21 90 112 308 1,861 27.5%

人件費 給与関係諸費 役職員給与等 5,289 4,746 543 543 10.3%

運営費 一般管理諸費 旅費・庁費、施設費等 1,085 782 303 303 27.9%

合　計 20,016 15,851 982 188 242 103 21 692 349 112 1,476 4,165 20.8%

※新規供用増を含まず。 （事前配布以降に修正あり）

業務管理費

財産整理費

管理諸費

業務委託費

船舶及機械器具費

本州四国連絡橋公団

（単位：百万円）

事務経費の
見直し等

業務区分

経理費目

費目

主な削減手法別の削減予定額

委託の見直し

制度･仕組
みの見直し

Ｈ14年度
事業費
（Ａ）

維持費

削減割合
（Ｃ／Ａ）

Ｈ17年度
事業費
（Ｂ）

合計
（Ｃ）

小費目

基準・仕様の見直し

※H17年度事業費の費目別の数値については、「コスト削減計画（H15.3)」に基づき、現時点において想定される一定の
条件のもとで積み上げたものであり、H17年度の予算額を示すものではない。



応募要件緩和前後の応募会社数

※　「競争入札件数｣とは、当該業務において行った公募型指名競争入札件数をいう。

※　「応募会社数｣とは、当該業務に応募した会社の総数をいい、その数は延べ数で表示。

※　「競争導入後新規受注会社数｣とは、当該業務において、競争導入後、当該年度の前年度までに新たに受注した

実績のある会社が、当該年度において応募してきた会社数であり、その数は延べ数で表示。

※　「新規応募会社数｣とは、当該業務に新規に参入するために、当該年度において応募してきた会社数であり、その

数は延べ数で表示。

※　応募要件の緩和以外に企業結合関係の確認の導入、発注箇所の相違などの事情により一概に比較できない。

応 募 会 社 数 応 募 会 社 数
う ち
競 争 導 入 後
新 規 受 注 会 社 数

う ち
新 規 応 募 会 社 数

う ち
競 争 導 入 後
新 規 受 注 会 社 数

う ち
新 規 応 募 会 社 数

（件 ） （社 ） （社 ） （社 ） （件 ） （社 ） （社 ） （社 ）

維 持 修 繕 業 務 5 8 1 3 9 1 2 1 1 1 1 1 1 6 6 2 5 1 7

保 全 点 検 業 務 1 1 9 6 0 4 1 7 0 1 2 1 2 3 8 4 8 9 1 2 4 8 7

料 金 収 受 業 務 5 2 1 4 7 3 3 9 5 1 2 7 0 2

交 通 管 理 業 務 9 1 4 1 3 9 9 0 0

合 計 2 3 8 9 0 4 1 8 6 1 3 8 4 5 3 7 9 1 1 4 9 1 0 6

競 争 入 札
件 数

競 争 入 札
件 数

平 成 1 4 年 度 平 成 1 5 年 度

維 持 管 理 業 務 名

日本道路公団

整理番号３０



整理番号３０

本州四国連絡橋公団

要件緩和前 要件緩和後
（H1３） （H15）

公募件数 2 2

応募社数 3 5
　うち、新規応募社数 1 2

※１　会社数は、延べ数である。
　 ２　平成１５年度に公募要件を緩和した業務について比較。なお、本四特措法の趣旨を踏まえた旅客船事業者等の転業・離職者対策等のため、
　   　維持管理業務のうち、道路修繕工事のみを公募の対象としている。
　 ３　Ｈ１５年度より、公募の後１年を限度に随契（Ｈ１４年度以前は、公募の後２年を限度に随契）

公募要件緩和前後の応募社数の比較



公募要件緩和後の応募会社数比較（回答）

阪神高速道路公団

・料金収受業務

Ｈ１４’ Ｈ１５’

公募件数 ４件 ７件

受注実績のない会社が参加した件数 ３件 ５件

受注実績のない会社が落札した件数 ０件 １件

延べ参加者数 ４０社 ２５社

うち受注実績のない会社 ４社 ７社

うち新規に参加した会社 ０社 １社

・交通管理業務

Ｈ１４’ Ｈ１５’

公募件数 １件

受注実績のない会社が参加した件数 １件

受注実績のない会社が落札した件数 随意契約 ０件

延べ参加者数 ５社

うち受注実績のない会社 １社

うち新規に参加した会社 １社

・維持修繕・保全点検業務については、現在公募入札の掲示中のため、平成１５年度

の応募会社数は確定していない。

（参考）応募可能会社数 Ｈ１４’約３０社 → Ｈ１５’約１００社

整理番号３０



非常電話の諸経費の内訳と年間使用回数

【諸経費の内訳】

l 非常電話の設置に関する工事の諸経費については、公表してい

る「日本道路公団施設工事積算基準」により算出しており、内

訳は以下のとおりである。

1. 共通仮設費（工事目的物を施工するために必要となる運搬費、

準備費、安全費、技術管理費等の費用）

2. 現場管理費（現場に派遣されている現場従業員の給与手当て、

労災保険料、健康保険料関係など、現場で必要となる費用）

3. 一般管理費等（工事施工にあたる企業が継続運営するのに必要

な本支店経費等及び付加利益の費用）

【年間通報回数】

　

８９９
１基当り回数

（単位：回／（年・基））

208,000226,000223,000
年間回数

（単位：回）

Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２暦年

日本道路公団

整理番号３１



整理番号３２ 

 

 

コスト削減後事業費の年度ごとの当初計画との対比 

日本道路公団  

 

 

 

高速道路については、これまで路線別の償還計画を作成す

ることとはなっていなかったことから、第３２回国土開発幹線自

動車道建設審議会時の償還見通しにおいても路線別の投資

計画は作成しておらず、したがって各路線の年度ごとの建設

費について当初計画値はない。  

また、高速道路の各路線の年度ごとの事業費については、

各路線の毎年度の進捗状況を踏まえ、毎年度予算において

決定しており、一般有料道路についても、多くが合併施行であ

り、共同事業者の進捗も踏まえ、高速道路と同様、毎年度予

算において決定している。したがって、コスト削減後の各路線

の平成１６年度以降年度ごとの事業費についても未定であ

る。 



整理番号３２ 

 

 

規格見直し（暫定車線による施工など）は当面の暫定措置か 

日本道路公団  

 

 

 

「新たなコスト削減計画」策定は、整備計画の範囲内で暫定

施工の徹底化の検討を行ったもの。 

将来の暫定措置の解除などについては、整備計画変更な

どの諸手続きが必要となるものであり、これらは国土交通省

において検討されるものと考える。 
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【日本道路公団】―民間企業並財務諸表の作成関係―  

No 項    目 回    答 

 第２５回委員会に提出された固定資産税の課

税標準額を求める際に把握された資産額は、

取得原価にもとづき把握されたものと認識して

いるが、各公団について、それと今回の資産

評価作業とで評価方法等に相違点があれば、

具体的に説明されたい。 

○第２５回委員会に提出した固定資産税関連の基礎データは、道路四公団民営化推進委員会事務局から提示

された仮定条件に基づき固定資産税評価額の推計値を算出したものであるので、取得原価とは異なる。 

○今回の資産評価は、民営化時における開始貸借対照表上の資産の取得原価の見積り概算額を求めるため

に、道路資産を構成する資産区分に従って個別資産毎に「減価償却後再調達原価」を算出したものである。 
（ 事務局指示に基づく固定資産税関連の基礎データ  →  民間企業並財務諸表作成のための資産評価作業 ） 

  ■償却資産の評価方法 

    ・工事実施計画書等をもとに、種別の価額  → 標準的単金を設定し、個別資産毎に再調達 

を推計                          原価を算出 

    ・管理段階の投資は、可能な限り各年度の 

予算額等をもとに、価額を推計 

    ・附帯施設等その他の構築物等は、既存の 

台帳等をもとに、大くくりの種別の価額を推計 

  ■土地の評価 

    ・既存の台帳をもとに、高速道路等の敷地に → 周辺の公的土地価額指標（地価公示価格） 

係る取得価額及び面積を集計           を用いて評価 

  ■資産区分等 

    ・土木構築物は、工事実施計画書等の内訳 → 道路資産の特性及び資産の償却、非償却を 

をベースに区分                    踏まえた区分 

    ・附帯施設等その他の構築物等は、既存の 

台帳をもとに、大くくりの区分 

  ■原価算入の範囲 

   補償費 

含まない                      → 含む（資産取得の際の付随費用、支出の 

直接の原因となる資産の原価に算入） 

   建設中金利 

含まない                      → 償却資産は含む。土地は期中の費用処理 

                                   （費用収益対応の原則及び受益者の 

減価償却方法                                        公平負担の観点） 

定率法                       → 定額法（道路資産は時間の経過に伴い急激に 

価値や機能が低下することが少ない） 
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【日本道路公団】―民間企業並財務諸表の作成関係― 

 

No 項    目 回    答 

1 道路資産を「（減価償却後）再調達原価」で評価

するか、または「簿価」で評価するか。 

また、その選択の理由 

○民間企業並財務諸表を作成するに当たり、民営化時における開始貸借対照表上の資産の取得原価の見積り概算

額を求めるために、企業会計原則に則した資産区分、個別資産毎の取得価額を把握する必要が生じたが、JH の

現行の会計処理では償還準備金積立方式を取っており、投下資金総額は把握しているものの、企業会計原則に

則した資産区分、個別資産毎の数量及び価額を把握する必要がなく、かつそれを求めるための契約書、会計書類

等が文書保存期間を超え現存していないことから、企業会計原則に則した資産区分、個別資産毎の取得原価を求

めることは不可能である。 

○そのため、その代替案として、現有資産を今の時点で新たに取得すると仮定した場合の（資産区分毎の）原価を求

め、それを各資産の取得後の経過期間に応じて減価償却を実施した結果としての「減価償却後再調達原価」を算

定し、それをもって開始貸借対照表上の資産の取得原価相当額としたものである。 

2 減損会計の導入について、方針とその理由 ○減損会計に関しては、現在作成中の民間企業並財務諸表を作成後に、議論していただく予定である｡ 

3 再調達原価を採用する場合、その具体的な評価

方法について、方針とその理由 

～「標準的単金」の設定方法、計算式 

～「標準的単金」の設定のためのサンプリン

グ方法、期間、サンプル数 

～同様の評価方法の、民営化開始時の貸借

対照表への適用予定の有無 

○標準的単金は、資産の構成要素毎に５年程度以内の近年の工事実績から一定単位の工事代金等の見積額を算

定したものである。そのようにして得られた標準的単金に単位数量を乗じ、間接費を加算して再調達原価を算出す

る。 

   （第４回財務諸表検討委員会 資料２－２「標準的単金の設定方法」参照） 

○民営化開始時の貸借対照表への適用については今後検討。 

 

4 作業期間短縮のための、公認会計士等の認め
る範囲内での簡略な作業方法の採用について、

具体的な作業変更事項とその理由 

○道路資産(償却資産、土地)の実地棚卸を実施する際、抜き取り調査により、既存の図面･台帳類等から把握した資

産数量と現況とが適切に照合していることを確認すること、また一部資産の単金を一括設定することなど、会計学

者及び公認会計士の認める範囲内で一部簡便化を図っている｡ 

5 補償費の原価算入について、方針とその理由 ○補償費は、土地の更地化や構築物の取得･設置など資産取得の際の付随費用という性質を有するものであること
から、道路資産の原価に算入する。なお、補償に要する支出については、その支出の直接の原因となる資産の取

得原価に算入する。 

6 償却資産にかかる建中金利の原価算入につい
て、方針とその理由 

○償却資産にかかる建設中金利については、 

（１）建設資金が借入金で賄われていること 

（２）減価償却を通じて投下資本の回収が可能であること 

から、企業会計原則の「費用収益対応の原則」に基づき、償却資産にかかる建設中金利を稼働開始まで資産の取

得原価に算入することが合理的であり、かつ、受益者の公平負担の観点からも妥当。 

7 再調達原価を採用する場合、金利の再調達原

価の算出方法 

～簿価を採用する場合、費用計上する金利と建

中金利、あるいは建中金利のうち土地と償却

資産への按分の方法。また、資産と債券との

対応関係の有無 

○建設中金利は、施行命令から開通まで（概ね１０年）の標準的な投資パターンに対応した借入金残高の平均利率

を用いて算出する。 
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【日本道路公団】―民間企業並財務諸表の作成関係― 
○建設中金利の取り扱いについて  
No 項    目 回    答 

 日本道路公団について、土地に係る金利を費

用処理する根拠は何か。償却資産の考え方と

何が違うのか具体的に説明されたい。 

○土地の取得にかかる金利については、土地の性質が非償却資産であるため、その取得原価に算入すると、

投下資本の回収ができないことから、利子費用を特別の科目をもって繰延経理することも考えられるが、当

該利子費用が発生した期間の費用として処理することとした。 

○償却資産の取得にかかる金利については、当該資産の取得原価に算入し、その後の償却費の計上時に、通

行料金をもって回収を図ることとした。 
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【日本道路公団】―民間企業並財務諸表の作成関係― 

○以下の各事項について、財務諸表検討委員会の各委員の意見は、下記のとおり、まとまっている。 
No 項    目 委員会における意見 

1 道路資産を「（減価償却後）再調達原価」で評

価することについて、この手法を採用する理

由は何か。他の意見はなかったのか。 

○民間企業並財務諸表を作成するに当たり、民営化時における開始貸借対照表上の資産の取得原価の見積

り概算額を求めるために、企業会計原則に則した資産区分、個別資産毎の取得価額を把握する必要が生じ

たが、JH の現行の会計処理では償還準備金積立方式を取っており、投下資金総額は把握しているものの、

企業会計原則に則した資産区分、個別資産毎の数量及び価額を把握する必要がなく、かつそれを求めるた

めの契約書、会計書類等が文書保存期間を超え現存していないことから、企業会計原則に則した資産区

分、個別資産毎の取得原価を求めることは不可能である。 

○そのため、その代替案として、現有資産を今の時点で新たに取得すると仮定した場合の（資産区分毎の）原

価を求め、それを各資産の取得後の経過期間に応じて減価償却を実施した結果としての「減価償却後再調

達原価」を算定し、それをもって開始貸借対照表上の資産の取得原価相当額としたものである。 

2 審議録（第１回）にある減損会計の導入につ

いて、どのような点に留意すべきと考えるか 

○減損会計に関しては、現在作成中の民間企業並財務諸表を作成後に、審議する予定｡ 

3 再調達原価の具体的な評価方法について、

どのような方法が適切であると考えられるか 

 

○土地については公的土地価格指標（公示地価）を用いて評価し、一方、道路構築物については標準的単金

を設定しそれに数量を乗じる手法で評価する。 

4 補償費の道路資産への原価算入について、

これを原価算入する理由は何か。また、全て

の補償費を原価算入することが適切であると

考えるか 

○補償費は、土地の更地化や構築物の取得･設置など資産取得の際の付随費用という性質を有するものであ

ることから、道路資産の原価に算入することが適切。 

金利の資産額への算入について 

～審議録（第２回）によれば、償却資産にかか

る建中金利については「民間企業の会計では

費用処理が一般的」とされているが、これを原

価に算入する理由は何か 

○償却資産にかかる建設中金利については、 

（１）建設資金が借入金で賄われていること 

（２）減価償却を通じて投下資本の回収が可能であること 

から、企業会計原則の「費用収益対応の原則」に基づき、償却資産にかかる金利で稼働開始までのものは、

資産の取得原価に算入することが合理的であり、かつ、受益者の公平負担の観点からも妥当。 

5 

金利の資産額への算入について 

～審議録（第２回）では、構築物にかかる金利

の原価算入については「両論併記」としている

が、第４回では、道路建設仮勘定資産の構築

物などの金利は取得原価として算入されるこ

とになっている。この２点の整合性は取れてい

るのか 

○第２回においては、「道路資産に係る建中金利の取扱い」について審議を行い、土地にかかる金利は費用化

するものとし、構築物については、審議未了で「両論併記」となったもの。 
○その一方で、第４回においては、「道路建設仮勘定の取扱い」について審議を行い、道路建設仮勘定は取得

途上にある資産に支出した総額の現時点での残高であり、それに含まれる費用としては、構築物などの工

事費、土地代、補償費、金利などが計上されていることをまず確認の上、これらの費用のうち、原価算入する

ことが適切でない費用を除去することとしたものである。従って、構築物の金利の原価算入について審議し

たものではない。 
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金利の資産額への算入について 

～審議録（第５回）によれば、償却資産にか

かる建中金利の原価算入について「建設資

金が借入金で賄われていること」を一つの理

由としているが、これと建中金利を資産額へ

算入することとは会計学上どのように関係づ

けられるのか 

○償却資産にかかる建設中金利については、 

（１）建設資金が借入金で賄われていること 

（２）減価償却を通じて投下資本の回収が可能であること 

から、企業会計原則の「費用収益対応の原則」に基づき、償却資産にかかる建設中金利を稼働開始まで資

産の取得原価に算入することが合理的であり、かつ、受益者の公平負担の観点からも妥当。 

5 

（続

き） 

金利の資産額への算入について 

～審議録（第５回）によれば、償却資産にかか

る建中金利の原価算入について「通行料金

設定においても原価算入していることから、

資産稼動後に得られる収益と対応する費

用を合理的に計上するため」を一つの理由

としているが、料金設定の際に金利分を費

用として計算していることと、金利を資産の

原価に算入することとは、会計学上どのよ

うに関係付けられるのか 

○通行料金は、法令に基づき、総投資額を料金徴収期間内の料金収入で賄う償還制度により設定しており、

建設中金利も料金収入で賄うべき費用のうちの一つであること。 

○一方、会計処理上、償却資産にかかる建設中金利については、 
（１）建設のための投下資本が借入金で賄われていること 

（２）減価償却を通じて投下資本の回収が可能であること 

から、企業会計原則の「費用収益対応の原則」に基づき、償却資産にかかる建設中金利を稼働開始まで資

産の取得原価に算入することが合理的であり、かつ、受益者の公平負担の観点からも妥当であること。 
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固定資産の評価方法（第 25 回委員会時との相違点） 

 

首都高速道路公団 

取得原価にもとづき把握している点については相違ないが、固定資産税の課

税標準額を求める際に把握された資産額は、道路関係四公団民営化推進委員

会事務局から提示された条件に基づき、固定資産税算出のための基礎データを

算出したものであり、正味の道路資産額を示すものではない。具体的には、 

 

・ 建設中の償却資産に係る支払利息等の取扱い 

・ 地上権等の取扱い 

・ 用地取得等に係る補償費の取扱い 

 

が今回の資産評価作業との相違点となっている。【別紙１】 



整理番号３３

　　　　固定資産税の課税標準額と民間企業の会計原則に基づく財務諸表の比較（道路資産評価方法）

固定資産税の課税標準額
（第２５回委員会）

民間企業の会計原則に基づく財務諸表 備考

評価方針 取得原価を基礎 取得原価を基礎

資産区分等 税法等の規定に準拠して区分
税法等の規定に準拠して区分
(評価単位について、精緻化を図る)

取得原価の範囲

構築物等 補償費 含まない 含む
構築物建設に伴い必要となる付随
費用

建設中利息 含まない 含む 収益との対応関係を重視

土地 補償費 含まない 含む
土地の更地化に必要となる付随費
用

権利設定
（地上権等）

含まない 含む
法的にも保護された権利であり、
一般に資産として認められる

建設中利息 含まない 含まない

耐用年数 税法等の規定に準拠 税法等の規定に準拠

償却方法 定率法 定額法
道路資産は時間の経過に伴い、急
激に価値や機能が低下することが
少ない

別紙１
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固定資産税の課税標準額と民間企業の会計原則に基づく財務諸表の比較（道路資産評価方法） 阪神高速道路公団

固定資産税の課税標準額
（第２５回委員会）

民間企業の会計原則に基づく財務諸表 備考

評価方針 取得原価を基礎 取得原価を基礎

資産区分等 税法等の規定に準拠して区分
税法等の規定に準拠して区分
(評価単位について、精緻化を図る)

取得原価の範囲

構築物等 補償費 含まない 含む
構築物建設に伴い必要となる付随
費用

建設中利息 含まない 含む 収益との対応関係を重視

土地 補償費 含まない 含む
土地の更地化に必要となる付随費
用

権利設定
（地上権等）

含まない 含む
法的にも保護された権利であり、
一般に資産として認められる

建設中利息 含まない 含まない

耐用年数 税法等の規定に準拠 税法等の規定に準拠

償却方法 定率法 定額法
道路資産は時間の経過に伴い、急
激に価値や機能が低下することが
少ない
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固定資産の評価方法（第 25 回委員会時との相違点）について 

本州四国連絡橋公団 

資産評価の対比（償却資産） 

 前  回 
（H14.10.11 民営化推進委員会事務局への提出資料） 

今  回 
（H15.6 公表予定の民間企業並財務諸表） 

算出の基礎資料 工事完了検査調書 各工事契約の契約書及び設計書 

資産の区分 

工事完了検査調書の内訳をベースに償却

資産を区分 

なお、電気通信・機械施設については管

理台帳等を参考に区分 

施設ごとに将来の除却等を考慮しつつ、

耐用年数の異なる資産ごとに償却資産を

区分 

把握の単位 路線別かつ供用単位ごと 同左 

 

建中金利 

 

 

含まない 

 

 

含む 
（収益との対応関係を重視） 

減価償却の方法 定率法 
定額法 
（道路資産は時間の経過に伴い急激に価値や機能が低下

することが少ない） 

供用後の 

改良・除却 

道路資産として増加する改良工事のみ計

上 
（例：耐震補強工事など） 

道路資産として増加する改良工事、及び、

除却が必要な改良工事を計上 
（除却が必要な改良工事の例：舗装打ち換え工事など） 



整理番号３３ 

本州四国連絡橋公団 

資産評価の対比（土地） 

 前  回 
（H14.10.11 民営化推進委員会事務局への提出資料） 

今  回 
（H15.6 公表予定の民間企業並財務諸表） 

算出の基礎資料 

 

土地台帳（面積） 

決算資料（路線別の用地費） 

 

土地台帳（面積、価格） 

 

把握の方法 

路線別の用地費を当該路線の事業用地・

移管用地・不用地の面積比を用いて按分

し、推計 

取得用地全筆について、土地台帳に基づ

き事業用地、移管用地、不用地ごとに面

積・価格を整理 

 

 

 

 

 

 

 

補償費の取扱い 

 

土地の価格に含めない 
 
土地の取得に係る補償費は算入 
（構築物の設置に係る漁業補償、事業損失等の補償費は、 

 当該構築物の取得原価に算入し減価償却） 

 



 整理番号３４ 

本州四国連絡橋公団 

財務諸表作成に関する質問及び回答 

 
本州四国連絡橋公団 

 
・ 道路資産を「（減価償却後）再調達原価」で評価するか、または「簿価」で評価するか。また、

その選択の理由。 

 
   以下の理由により「簿価」で評価する。 

① 企業会計原則第三の五（資産の評価原則）の規定により、「貸借対照表に記載する資産の

価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。」とさ

れていること 

② また、仮に「（減価償却後）再調達原価」で評価を行う場合、道路資産の構造上の特殊性

（長大橋が主体であること）から、時価評価を行うことが困難であること。 

       （なお、民営化時の資産継承等を考慮し、参考として時価ベースによる資産評      

価額について算定することも検討中。） 

 

 
・ 減損会計の導入について、方針とその理由。 

 
     減損会計は民間企業においても未だ導入されておらず（平成１７年度決算から適用される予定）、

今回の１４年度決算をもとにした民間企業並財務諸表を作成するにあたっては考慮しない。 

 

 

・ 再調達原価を採用する場合、その具体的な評価方法について、方針とその理由。 

 
     簿価による評価のため該当なし。 

 

 
・ 作業期間短縮のための、公認会計士等の認める範囲内での簡略な作業方法の採用について、具

体的な作業変更事項とその理由。 

 
 簡略な作業方法の採用は以下の通り。 

① 契約書毎に個別資産に分類することを原則とするが、金額的重要性の観点から判断し、資

産分類は契約金額五百万円以上のものを対象とした。 

② 棚卸し作業は、サンプリング調査により実施するが、金額的重要性の低い資産、及び所在

地が移動する可能性の低い資産について台帳数量を確認することで代替する。 

 

 

・ 補償費の原価算入について、方針とその理由。 

 
     補償費は、土地の更地化や構築物の取得・設置など資産取得の際の付随費用という性質の支出

であることから土地及び構築物の取得原価に算入する。 

 



 整理番号３４ 

本州四国連絡橋公団 

・ 償却資産にかかる建中金利の原価算入について、方針とその理由。 

 
     道路資産の建設資金は借入金で賄われており、開通後の料金収入でこの借入金を返済（償還）

する仕組みとなっていることから、収益と対応する建設費用を合理的に計上するため取得原価に

算入する。但し、土地に係る金利は、投下資本の回収計算に含まれてこないことから費用化する。 

 

 
・ 再調達原価を採用する場合、金利の再調達原価の算出方法。 

 
     簿価による評価のため該当なし。 

 

 
・ 簿価を採用する場合、費用計上する金利と建中金利、あるいは建中金利のうち土地と償却資産

への按分の方法。また、資産と債券との対応関係の有無。 

 

     道路が供用するまでの間に発生した金利は建中金利として道路価額に算入、供用後に発生した

金利は費用計上している。 

   また、建中金利は土地と償却資産へ取得価額により金額比例按分し、土地に対応する部分は費

用化する。 

     なお、個別資産と債券の対応関係はない。（但し、債券残高はルート別に管理している。） 

 



 整理番号３４ 

首都高速道路公団 

財務諸表作成に関する質問及び回答 

 
首都高速道路公団 

 
・ 道路資産を「（減価償却後）再調達原価」で評価するか、または「簿価」で評価するか。また、

その選択の理由。 

 
   「簿価」で評価する。 

 

当公団は、橋梁やトンネル等の道路資産の取得価額を、工事完了検査調書等の資料で把握

することが可能であることから、企業会計原則どおり取得原価（簿価）で評価を行うことと

している。 

（民営化時の資産承継等を考慮し、参考として時価ベースによる資産評価額について算定す

ることも検討中。） 

 

 

 
・ 減損会計の導入について、方針とその理由。 

 
       減損会計については、民間企業等への制度導入の方向を見据えつつ、今後、検討を行って

いくこととしたい。 

 

 

・ 再調達原価を採用する場合、その具体的な評価方法について、方針とその理由。 

 
       簿価による評価のため該当なし。 

 

 
・ 作業期間短縮のための、公認会計士等の認める範囲内での簡略な作業方法の採用について、具

体的な作業変更事項とその理由。 

 
   資産の実地棚卸しについては、時間的制約から今回は実施せず、構造物データベースのデ

ータを活用することとしている。 

 

 
・ 補償費の原価算入について、方針とその理由。 

 
       補償費は、土地の更地化や構築物の取得・設置など資産取得の際の付随費用という性質の

支出であることから取得原価に算入する。 

 
・ 償却資産にかかる建中金利の原価算入について、方針とその理由。 

 
償却資産に係る建中金利については、その借入の原因となった資産の取得原価に含めて、



 整理番号３４ 

首都高速道路公団 

供用後に減価償却を通じて費用化することにより、当該資産の利用からもたらされる収益と

の対応を図ることが合理的であると考えられることから、取得原価に算入する。 

 

 
・ 再調達原価を採用する場合、金利の再調達原価の算出方法。 

 
     簿価による評価のため該当なし。 

 

 
・ 簿価を採用する場合、費用計上する金利と建中金利、あるいは建中金利のうち土地と償却資産

への按分の方法。また、資産と債券との対応関係の有無。 

 
    各年度に発生した金利については、建設仮勘定に係る借入金相当額の残高とそれ以外の借入

金相当額の残高とで按分する。また、土地と償却資産についても同様に各々の借入金相当額の

残高により按分する。 

なお、個別資産と特定の債券の間に明確な対応関係はないが、資産全体としては主に債券及

び借入金により建設していることは明らかであることから、債券及び借入金から生じた金利を

資産の取得原価に配分することは合理性があると考えている。 

 



整理番号３４ 

阪神高速道路公団 

財務諸表作成に関する質問事項 

阪神高速道路公団 

 

 

・道路資産を「（減価償却後）再調達原価」で評価するか、または「簿価」で評価するか。また、

その選択の理由 

 

（評価方針） 

取得原価主義に基づき、取得原価（簿価）を基礎として評価する。 

 

（理由） 

既投下資本の回収計算という企業会計の目的に照らして、取得原価を基礎として資

産価額を決定することが妥当であると判断される。 

 

（民営化時の資産継承等を考慮し、時価ベースによる資産評価額について算定する

ことも検討中。） 

 

 

・減損会計の導入について、方針とその理由 

（方針） 

減損会計については、民間企業等への制度導入の方向を見据えつつ、今後、検討を

行っていくこととしたい。 

 

（理由） 

減損会計適用の際の重要な要素として、資産のグルーピング方法や将来キャッシュ

フロー見込があるが、これらは民営化移行スキームによって変動しうると考えられる。 

 

 

・作業期間短縮のための、公認会計士等の認める範囲内での簡略な作業方法の採用について、

具体的な作業変更事項とその理由 

（変更事項） 

実地棚卸について、大部分過去に実施したものを利用。 

 

（理由） 

時間的制約の中で、実施可能な方法を選択したもの。 

 



整理番号３４ 

阪神高速道路公団 

・補償費の原価算入について、方針とその理由 

（方針） 

補償費は、その支出の原因となった土地又は構築物の取得原価に算入する。 

 

（理由） 

土地の更地化や構築物の建設に伴い必要となる付随費用であり、取得原価に算入す

ることが妥当であると考えられる。 

<参考> 

法人税基本通達 7-3-5 

法人が土地、建物等の取得に際し、当該土地、建物の使用者等に支払う立ちのき料その他立

ちのきのために要した金額は、当該土地、建物等の取得原価に算入する。 

 

 

・償却資産にかかる建中金利の原価算入について、方針とその理由 

（方針） 

建設期間中に発生した支払利息は、償却資産の取得原価に算入する。 

 

（理由） 

費用収益対応の観点から、建設中に発生した支払利息は、その借入の原因となった

資産の取得原価に含めて、供用後に減価償却費として費用計上することで、その資産

の利用からもたらされる収益（料金収入）との対応を図ることが合理的であると考え

られる。 

 

有料道路事業は、基本的に借入金等により調達した資金で道路の建設を行い、支払

利息も含めてその建設に要した費用を、供用後の料金収入で回収するという仕組とな

っている。つまり、建設中に生じた支払利息を取得原価に算入し、供用後に減価償却

を通じて収益（料金収入）と対応させることが実態にも合致した処理であると考えら

れる。 

 

 

・簿価を採用する場合、費用計上する金利と建中金利、あるいは建中金利のうち土地と償却資

産への按分の方法。また、資産と債券との対応関係の有無。 

（按分の方法） 

各年度に発生した支払利息について、建設仮勘定にかかる借入金相当額の残高とそ

れ以外の借入金相当額の残高とで按分する。土地と償却資産についても、同様に各々

にかかる借入金相当額の残高により按分する。 

 

（対応関係の有無） 

個別資産と特定の債券・借入金等との間にいわゆるひも付き関係はないが、道路資

産全体としては、主に債券・借入金等による資金調達により建設していることは明ら

かであるから、債券・借入金等から生じる利息を、一定の基準により、各個別の資産

取得原価に配分することは合理的であると考えられる。 



整理番号３５－２ 

建設中の金利の取扱いについて 

首都高速道路公団  
本州四国連絡橋公団  

 

 

②「投下資本の回収計算に含まれてこない」とはどのような意味か。具体的

に説明されたい。 
 
 
償却資産に係る建中金利については、原価算入後、減価償却により費用化

されるが、土地は非償却資産のため、土地の取得価額に金利を含めると、減

価償却を通じての費用化がされないことから、支出時の費用として取り扱う。

（首都高速） 
 
     土地は減価償却しないため、土地の取得原価に建中金利を算入すると、
減価償却を通じた費用化ができないことから、適正な期間損益計算ができ

ない。（本四公団） 



整理番号３５－３ 

建設中金利の取扱いについて  
阪神高速道路公団  

 

③土地と同じ理由から判断すれば、譲渡（移管）去れることとなる償却資産に係る金利も

費用化されると解されるが、譲渡する資産に係る金利を費用化し、保有する資産に係る

金利を資産化する理由を具体的に説明されたい。 

 
建設中金利を資産の取得原価に算入する会計理論的な根拠は、費用収益の対応を図る

という観点からであり、償却資産に関しては、供用後に減価償却を通じて、収益との対

応を図ることが可能となる。 

一方、土地の取得原価に支払利息を含めた場合には、非償却資産である土地の取得原

価は土地を保有し続ける限り、（減損会計を適用し、減損損失を認識する場合を除いて）

費用化されることはない。土地の取得原価を費用として認識するのは、その土地を他へ

譲渡したときである。 

つまり、土地の取得原価に支払利息を算入しても、その利用による収益との対応が図

られることはないため、費用収益対応の観点からも原価算入の根拠とはならない。 

 

費用の繰延べ処理に会計理論的根拠が与えられないならば、支出時の費用として扱う

ことが妥当であると考えられる。よって、土地の取得に伴う支払利息については、取得

原価に算入せず、その発生時において費用処理することとしたものである。 

 

「譲渡（移管）まで費用化されない」「投下資本の回収計算に含まれてこない」は、い

ずれも「土地は非償却資産であり、減価償却を通じて費用化されない（収益との対応を

図れない）」という趣旨である。 

 

 



【本四公団への要求】

○民間企業並財務諸表作成検討部会において検討された際に監査法人の発言内容が確認で

きる議事録を提出されたい。

【回答】

公団の内部会議のため、議事録は作成していない。

、 、 、なお これまで検討部会やその他の打ち合わせにおいて 資産の評価方法等について

監査法人との間で協議した主な内容は以下の通り。

（１）評価原則

企業会計原則の規定では 「貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、、

当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない」とされている。

（２）建中金利の原価算入

道路資産の建設に要する借入資本の利子で、供用前の期間に属するものは、供

用後の収益と建設費用を合理的に対応させるために、道路資産の取得原価に算入す

ることができる。

（３）補償費の原価算入

補償費が、資産取得の際の付随費用という性質の支出であれば、原則として、土

地及び構築物の取得原価に算入する。

（４）共通経費の原価算入

道路資産の原価要素とすることが妥当なものについては償却資産に算入する。

本州四国連絡橋公団

整理番号３７



整理番号３８ 

 1

３月３１日付「第４０回委員会を踏まえた要求」についての回答 

 

平成１５年４月１０日 

                                    国土交通省道路局 

○ 猪瀬委員質問書への回答 

第４０回委員会（平成１５年３月２５日）の国土交通省ヒアリングにおいて、当省出席者 
よりその場でお答えできなかったものについて、以下の通り回答します。 
 
１．朝日新聞０３年３月２８日火曜日１５面 意見広告について 
【回答】 
（社）全日本トラック協会の意見広告の写真は首都圏中央連絡自動車道（海老名～久喜

白岡）の入間ＩＣから狭山日高ＩＣ間、一般道は国道２９９号線であると考えられる。こ

れらの両道路については、 
① 一部並行区間を有しているが、基本的に圏央道が南北方向の環状道路であるのに対し、

一般国道２９９号は北西から南東方向を結ぶ道路であり、方向が異なっていること、 
② 利用交通を分析すると、圏央道を利用する交通は、県境を跨ぐものが多い（群馬県に

起終点のある交通量が約２０％、神奈川県に起終点のある交通が約１０％）のに対し、

一般国道 299号を利用する交通は、沿道地域の利用交通が主体（所沢市に起終点のあ
る交通が約４０％、飯能市に起終点のある交通が約４５％）となっており、長距離交

通を圏央道が分担し、地域に起終点のある比較的短距離の交通を一般国道 299号が分
担すること 
等性質が異なっていることから、交通量を比較することは、意味をなさない。 
なお、当該区間の現況は以下の通り。 
 
 
○平成１１年度全国道路交通情勢調査の結果 

路線名 区間（地点） 車線数 交通量 

圏央道 入間～狭山日高 ４ 21,200台/日 

一般国道 299 号 入間市上小谷部2-1862 ４ 31,500台/日 

    ○圏央道（青梅～鶴ヶ島ＪＣＴ）の料金収入 

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 

1,700 万円/日 1,800 万円/日 1,800 万円/日 



整理番号３８ 

 2

２．ファミリー企業改革への国交省改革チームの取り組みについて 
【回答】 

   今回の「天下り人事の見直し」については、民間企業が使っている「連結財務諸表にお

ける子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い（平成 10年 12月 28日 日

本公認会計士協会監査委員会報告第 60 号）に従い子会社･関連会社に対するもの。 

   ファミリー企業経営者の後任人事については民間企業の経営に関するものであり、国土

交通省の立場から意見する事柄ではないと認識。 

ＳＡ・ＰＡ関係２財団の保有資産（推定時価純資産約３００億円）は資産合計（約１，

１１９億円）から負債、退職金引当金不足額（約90億円、試算値）及びＳＡ･ＰＡ施設の

時価評価による評価損（約230億円、試算値）を差引いたものである。 

※なお、ＳＡ･ＰＡ施設の評価損は、サンプル的にいくつかの施設について、不動産鑑

定士により評価したものを元に試算したものであり、今後個々の資産譲渡時までに詳

細な評価を行なう予定である。また、この算出根拠となった貸借対照表等については、

公認会計士による監査を受けている。 

 
（別添１）4月１日 衆・国土交通委 自由党 一川保夫議員に対する答弁 

（別添２）ＳＡ・ＰＡ関係２財団の貸借対照表（平成１３年度） 

 
３．国土交通省の道路四公団民営化に向けた改革チームについて 
【回答】 
公団民営化に向けた検討においては、道路局が中心となって前倒しして作業を実施

しており、大臣の指示の下、省をあげて取り組んでいるところ。なお、道路局におい

ては、関係各課において所要の検討を進めているほか、局内に関係各課の室長、補佐

等で構成するチームを設け、連絡調整を行っている。 
国土交通省における検討状況としては、コスト削減計画、関連法人見直し、民間企

業経験者の登用について、３月２５日に「道路関係四公団民営化に関し直ちに取り組

む事項について」として公表。 
①建設コストの削減についてはインターチェンジのコンパクト化、車線数の縮少や非

常電話を携帯電話を利用した方式とするなどにより、約２割（総額４兆円超）削減

を図り、さらに入札後交渉方式の活用等により、5,000億円の上乗せ削減を目指す。 
②管理コストの削減については、維持修繕の頻度や料金収受業務の単価等についての

思い切った見直し、各公団の組織・定員についての厳しい見直し等により、２割以

上縮減を図り、さらに新たな技術開発等により、合わせて３割縮減を目指す。 
③関連法人見直しについても、ファミリー企業に対し、天下り社長の退任要請、ファ

ミリー企業役員への新たな天下りを行わないこと、剰余金の利用者還元の要請など

を行うこととしたところ。 
また、ＳＡ・ＰＡ事業を行っている２つの財団については、ＳＡ・ＰＡ事業から

撤退するとともに保有財産 300 億円を活用して利用者還元を図るよう要請するこ
ととしたところ。 
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④また、公団に民間経営ノウハウを導入するため、四公団で顧問等に６名登用するこ

とを決定したところ。 
今後は、平成 17 年度の民営化に間に合うよう、政府・与党申し合わせ（平成１４
年１２月１２日）、閣議決定（平成１４年１２月１７日）に従って、民営化推進委員会

の意見を基本的に尊重するとの方針の下、検討を進め、関係法案の平成 16 年通常国
会提出を目指す。 

    
 
 

○ アクアライン料金引き下げ実験による交通量、収入データ 

 （別添３）東京湾アクアライン料金引き下げ実験による交通量、収入データ（速報値） 

 
 
 

○ ２財団の剰余金（1,119 億円）はいかにして積み上がったのか。また、1,119

億円と300 億円との関係如何。 

【回答】 

両財団は公益法人であり、剰余金は存在しない。 

しかしながら、総資産から負債を除いた正味財産は、両財団の本来事業であるＳＡ・ＰＡ

のレストラン・売店・ガソリンスタンド等を建設することにより負債とともに増加している。 

なお、1,119億円については、負債 499 億円、正味財産 621億円からなっている。 

総資産内訳は、エリアの建物等の休憩施設等固定資産、基本財産、商品、仕入れ及び未収

金等のその他資産となっている。 

なお、1,119億円と300 億円との関係は前述のとおり。 
 

（別添４）SA・PA関係２財団の資産等の推移 

（以 上） 
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（別添１） 

未 定 稿 

注）議事録は国土交通省においてビデオ録画テープから 

書き起こしたものであり、正式な議事録ではない。 

 

第１５６回国会 衆議院  国土交通委員会 

平成１５年４月１日（火曜日） 

    

～ 中略 ～ 

○ 一川保夫君 

それからこれもう、ある程度話題が出ているという訳ですけど、具体的な新会社がスタートす

る、民営化までの間に努力すれば実現できるものがいくつもあるだろうということで、大臣もさ

っきの答弁でおっしゃっていたように、色んな改革、できるものから実行するんだと、特に道路

公団として特色のあるファミリー企業と称する、ここの部分についても道路公団が高コストにな

っている大きな原因がこのファミリー企業という組織にあるんだと。ここのところをメスを入れ

ていかないと駄目だという趣旨のことを、意見書の中でも書かれています。ごもっともだと思い

ますし、早急に着手すべきだと思います。それからまた併せまして、建設コストの削減ですね、

これも今それなりのトップの判断で、実行しようと思えば実行できるものも沢山あるという風に、

私思います。今の段階から改革できる、そして国民にも理解され、なおかつ利用者にも還元され

るような、そういう当面すぐ実行できる改革というものについては、大臣のお考えはどのように

なっていますか。 

○ 国務大臣（扇千景君）  

～ 略 ～ 

それから関係法人の抜本的見直しを今おっしゃいました。子会社、関連会社が約１２１社ござ

います。そしてそこの社長だけでも、役員が１２１社ですから１２１人いるわけです。そしてそ

の内に公団のＯＢが１２１社の社長の中で９７人社長をしています。これ私は少なくともおかし

いということで、次の株主総会で、それぞれ皆さん方態度を考えていただきたいと、これも民間

ですから、私にとっては越権行為だと訴訟を起こされそうですけれど、今の情勢の中で子会社、

関連会社とこれだけ言われているのですから、９７人は株主総会の時にそれぞれの進退を決めて

いただきたい。はっきり言えば辞めていただきたいということを、私は越権行為ですけれども宣

言してございます。これは社会の常識として、今の社会情勢の中でご判断いただき、なおかつ株

主総会済んでも社長していれば、恥ずかしい思いをされるであろうと思います。 

それからもう一つ、これは平成１０年ですけれども、サービスエリアとかパーキングエリア、

これが少なくとも今、道路サービス機構とハイウェイ交流センターの２つになっております。そ

れで私が調べましても、少なくとも昭和４０年設立どきに、これは２つとも財団でございます、

３０億円で財団を設立しております。それで全部調べまして、私が、平成１０年に何故２つに分

かれたのかと言ったら、それは１社だけでは競争原理が働かないから２つの財団に分けたと、こ

う報告がありました。じゃあ２つの財団に分けて、どれ程競争原理が起きたのか持ってきて下さ
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いと言ったら、競争原理が起きていない。だったらこれは２ついる必要はないんです。しかも２

つで、財団法人で３０億円で設立したものが、今この２つの財団で１千何十億あります、３０億

の財団が。本来は財団というのは公益事業しかしてはいけないはずなのに、何故こんなに財産が

増えるのか不思議です。それはサービスエリア、パーキングエリアの言ってみれば使用料を財団

に入れているからでございます。そういう意味で私は競争原理が起きないで、職員が千人近いま

まいるのであれば、これは１つにするべきであるということで、今この方法論をしていただいて

ます。大変これも抵抗が多いところだろう思いますけど、財団設立の趣旨からすれば、財団設立

の３０億円の趣旨は交通遺児の育英資金で作った財団でございます。ところが育英資金に、交通

事故の育英資金にしてるなら、厚生労働省も文部科学省も全部ある。こういう無駄はなくしまし

ょうといって、今これをしています。 

それから民間人の登用、これも今すぐできることというので、先ほどもお話にありましたよう

に、役員にはなかなか民間の会社を辞めてきてくださる方は、給料的にも束縛的にもあまりいま

せんけれども、せめて参与、顧問といことでお入りいただきたいというので、民間の会社からこ

の四公団に民間の血を入れる、そして改革に果敢に挑戦するという意味で、民間の皆さん方をご

参画いただくということ、以上が今この答申によって、国土交通省として早急にできることに手

を付けている現状でございます。 
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（別添２）

両財団合計 （単位：百万円）

両財団合計 道路ｻｰﾋﾞｽ機構 ﾊｲｳｪｲ交流ｾﾝﾀｰ 両財団合計 道路ｻｰﾋﾞｽ機構 ﾊｲｳｪｲ交流ｾﾝﾀｰ

流  動  資  産 9,319 4,062 5,257 流  動  負  債 12,870 6,986 5,884

現 預 金 4,176 1,499 2,678 短 期 借 入 金 4,897 1,927 2,970

未 収 金 4,524 2,204 2,321 一 年 来 期 限 到 来
長 期 借 入 金 1,887 1,887 0

その他流動資産 618 359 259 未 払 金 2,719 1,417 1,302

法人税等充当金 1,889 1,121 768

基  本  財  産 3,000 1,500 1,500 その他流動負債 1,478 633 845

  基本財産有価証券 2,493 1,494 999 固  定  負  債 36,987 15,399 21,588

  基本財産積立資金 507 6 501 長 期 借 入 金 14,964 5,208 9,756

建設協力預り金 7,424 3,598 3,825

固  定  資  産 88,315 45,174 43,141 預 り 保 証 金 13,259 6,592 6,667

有形固定資産 63,461 32,702 30,758 退職給付引当金 1,339 0 1,339

無形固定資産 416 110 306

積 立 資 金 21,910 10,518 11,393 49,857 22,385 27,472

その他固定資産 2,528 1,844 684

63,577 33,734 29,842

繰  延  資  産 11,286 5,180 6,106 3 0 3

共用施設負担金 10,215 4,631 5,584 ▲ 1,515 ▲ 203 ▲ 1,312

その他繰延資産 1,071 549 522

62,064 33,532 28,533

(3,000) (1,500) (1,500)

111,921 55,916 56,005 111,921 55,916 56,005

※ 端数処理の関係で、計が合わない場合がある。

資  産  合  計 負債及び正味財産合計

科    目

負  債  合  計

前 期 繰 延 金

寄附受入正味財産増加額

当期正味財産増加額

正 味 財 産 合 計

（うち基本金）

科    目

資   産   の   部 負  債  の  部

ＳＡ・ＰＡ関係２財団の貸借対照表（平成１３年度）
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（別添３） 

 
○東京湾アクアライン料金引き下げ実験による交通量、収入データ（速報値） 

 
※東京湾アクアラインの社会実験については、実験期間を１年間（平成１４年７月１９日～平成１５年７月 

１８日）としており、１年を通じた実験による分析を実施することとなる。 

 

 

１．交通量及びＥＴＣ利用率 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．料金収入及び交通量の変動       （単位：台/日，千万円） 
 

580 680 710 750 1,220 1,380 1,520 1,670
1,970 1,950 1,950 1,970

13,230
14,360

11,950 11,390
11,850

10,610 10,980
9,700

14,930 16,380

10,610

11,250

16.9%

15.5%
15.1%

14.3%

12.8%

11.3%

4.2%
4.5%

5.9%
6.6%
7.6% 7.8%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

4月 5月 6月 7月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

（台／日）

0%

5%

10%

15%

20%
ＥＴＣ車 非ＥＴＣ車 ＥＴＣ利用率

⇒社会実験開始

1-18 19-31

13,810

15,040

11,960
11,360

16,150

17,760

13,470

11,670

12,930
12,560

13,060

13,820

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

13,460 14,610 11,800 13,650 15,860 12,220 12,340 13,260 12,600 12,780 11,890

(60) (90) (120) (150) (160) (180) (220) (290) (340) (350) (380)

13,810 15,040 11,960 13,370 17,760 13,470 13,060 13,820 12,560 12,930 11,670

(580) (680) (710) (950) (1,380) (1,520) (1,670) (1,970) (1,950) (1,950) (1,970)

対前年比 103% 103% 101% 98% 112% 110% 106% 104% 100% 101% 98%

Ｈ13年 130 133 106 138 147 105 119 122 128 108 99

Ｈ14年 135 135 105 130 157 111 119 117 122 107 92

対前年比 104% 101% 99% 95% 107% 105% 99% 95% 96% 99% 94%

※（　）内はＥＴＣ交通量：身障者や領収書を必要な方等が料金所で無線通行による通行をしないで
　 利用した台数を含まない。また、交通量は十台単位でとりまとめしている。
※料金収入については、対前年と比較対象可能な数字としている。

交
通
量

料
金
収
入

Ｈ13年

Ｈ14年
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（別添４） 

 

【ＳＡ･ＰＡ関係２財団の資産等の推移】 

 

 

0億円

200億円

400億円

600億円

800億円

1,000億円

1,200億円

1,400億円

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12

0箇所

200箇所

400箇所

600箇所

800箇所

1000箇所

1200箇所

1400箇所

1600箇所

1800箇所

2000箇所

総資産

正味財産

ｴﾘｱ箇所数

1,119億円（H13）

負債
499億円（H13）

621億円（H13）

           ※ 端数処理の関係で計が合わない場合がある。 



「ファミリー企業」の剰余金関係

　平成１３年度行政コスト計算書における子会社・関連会社

の剰余金は、

　　◇高速道路の安全で円滑な交通の確保に直接関与する等

　　の業務特性から生じるリスクに備えて、社内に蓄積

された自己資本

　　◇会社設立から現在にわたり（子会社・関連会社の平均

　　 ２０年）経費節減等の企業努力のもと、投機的な投資

を控えるとともに、配当金・役員賞与等を極力控え、

　　社内に留保してきたもの

　と考えられる。

日本道路公団

整理番号３９

　行政コスト計算書における首都公団の子会社・関連会社の剰
余金は、各会社の経営努力の結果、利益を計上したものの積み
上げと思料される。

（参考）　子会社・関連会社（１２社）の概要

・剰余金は１社平均で約２．５億円
・当期利益は１社1年当たり平均で約１，３００万円

首都高速道路公団

　　平成１３年度行政コスト計算書上の基準による子会社・関連
会社２５社の剰余金については、各社の経費節減等の経営努力の
結果によるものと考えられる。

阪神高速道路公団
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○第二東名・名神高速道路の設計速度について（Ａ、Ｂ、Ｂ－補足について、一括回答） 

国土交通省 

 

 「第二東名・名神高速道路計画の基本的なあり方について」は、道路審議会基本政策

部会において平成２年８月３日にとりまとめられている。 

 

 このとりまとめにおいて、道路構造に関する記述は、以下のとおり。 

 

・ 構造規格については、我が国の高速走行のこれまでの実績を勘案して、当面は

大都市圏間では設計速度を１２０ｋｍ／ｈ、大都市圏内では１００ｋｍ／ｈを

適用することが適当と考えられる。 

・ しかし、その際、第二東名・名神が三大都市圏の連携を強化するとともに、全

国的交流ネットワーク形成のための根幹となる重要な路線であり、東名・名神

の機能を強化し、これと一体となって適切に交通を分担することを考慮し、従

来の高速道路に一般的に採用されているよりも、ゆとりある幅員、ゆるやかな

線形を採用することが必要である。 

・ 一方、諸外国の設計速度、規制速度、アウトバーンの走行実態等からみて、今

後さらに走行性、安全性等に関する調査研究の集積等の条件が整えば、乗用車

類については１４０ｋｍ／ｈ程度、大型の貨物車類については１００ｋｍ／ｈ

程度の走行は実現の可能性があることから、これらの速度での安全性について

も十分配慮しておく必要がある。 

・ このため、今後、自動車性能、運転者心理、安全対策等についてより一層の検

討が望まれる。 

 

 第二東名・名神高速道路の計画の具体化にあたっては、このとりまとめを踏まえ、１

４０ｋｍ／ｈの走行可能性に配慮した設計としている。 

 このため、環境影響評価の実施にあたっては、将来的に１４０ｋｍ／ｈ走行が可能と

なった場合を想定したものである。 



整理番号４１－２ 

ＪＨ日本道路公団 

 

第二東名の 140km/h 設計について 

 

長泉地区の第二東名本線の設計速度は、通達（「第二東海自動車道及

び近畿自動車道名古屋神戸線に係る構造基準等について」）における道

路の規格「Ａ規格」を使用している。 

道路審議会基本政策部会において平成２年８月３日にとりまとめら

れた「第二東名・名神高速道路計画の基本的なあり方について」にお

いて、道路構造に関する記述は、以下のとおり。 

・構造規格については、我が国の高速走行のこれまでの実績を勘案

して、当面は大都市圏間では設計速度を 120km/h、大都市圏内では

100km/h を適用することが適当と考えられる。 

・しかし、その際、第二東名・名神が三大都市圏の連携を強化する

とともに、全国的交流ネットワーク形成のための根幹となる重要

な路線であり、東名・名神の機能を強化し、これと一体となって

適切に交通を分担することを考慮し、従来の高速道路に一般的に

採用されているよりも、ゆとりある幅員、ゆるやかな線形を採用

することが必要である。 

・一方、諸外国の設計速度、規制速度、アウトバーンの走行実態等

からみて、今後さらに走行性、安全性等に関する調査研究の集積

等の条件が整えば、乗用車類については 140km/h 程度、大型の貨

物車類については 100km/h 程度の走行は実現の可能性があること

から、これらの速度での安全性についても十分配慮しておく必要

がある。 

・このため、今後、自動車性能、運転者心理、安全対策等について

より一層の検討が望まれる。 

 

この通達における第二東名・名神高速道路の計画の具体化にあたっ

ては、このとりまとめを踏まえ、140km/h の走行可能性に配慮した設計

としているものと聞いている。 

 



整理番号４２ 

ＪＨ日本道路公団 

第二東名（御殿場～引佐間）大型施設の補償について 

 
 

静岡建設局管内の第二東名（御殿場市～引佐町間約１４７ｋｍ）にお

いて支障となる大型施設１３件について、個々に物件名、物件所有者、

物件所在地、補償費用を公にすることにより、特定の個人又は法人が

識別され、当該個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあることから、提示することはできない。 

なお、これら大型施設の主な補償内容は、建物等移転補償及び営業補

償であり、交渉状況はすべて契約済である。 

 


